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配偶者特別控除

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成

年分以後の所得税から適用されることになっています。

「配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更」を

計算方法の変更

配偶者が「源泉控除対象配偶者」に該当する場合 

配偶者が「同一生計配偶者」が障害者に該当する

居住者〔主たる給与所得者〕（合計所得金額が 900 万円

以下である者に限る。）と生計を一にする配偶者で、合

居住者〔主たる給与所得者〕と生計を一にする配偶者

に給与を支払う際、企業は、所得税を源泉徴収する必要があります。その税額は、社会保険料等控除後の給与

。（原則として、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使用）

この「扶養親族等の数」の計算方法について、配偶者の数え方が次のように変更されます。

＜配偶者に係る扶養親族等の数の数え方の表（国税庁資料）＞ 

【補足】同一生計配偶者のうち、居住者（主たる給与所得者）の合計所得金額が

ります。 

配偶者特別控除の見直

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成

年分以後の所得税から適用されることになっています。 

「配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更」を

変更 

その税額は、社会保険料等控除後の給与

。（原則として、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使用）

この「扶養親族等の数」の計算方法について、配偶者の数え方が次のように変更されます。

の合計所得金額が 1,000

見直し③ 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成

「配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更」を

扶養親族等の数に１人を

加えて計算

その税額は、社会保険料等控除後の給与

。（原則として、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使用）

この「扶養親族等の数」の計算方法について、配偶者の数え方が次のように変更されます。 

1,000 万円以下である者は、

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、平成

「配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更」を

扶養親族等の数に１人を

加えて計算 

その税額は、社会保険料等控除後の給与

。（原則として、「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使用） 

万円以下である者は、

扶養親族等の数に１人を

その税額は、社会保険料等控除後の給与

万円以下である者は、

扶養親族等の数に１人を
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 健康増進の一環として、通勤に自転車を利用する、また業務上の移動でも近隣は自転

車を利用するケースが見受けられます。近年、この自転車に関して、対人事故で相手方

を死傷させた場合に高額の損害賠償を求められるようなケースが相次いでいることか

ら、条例で自転車損害賠償保険等への加入を義務付ける動きが見られるようになってい

ます。 

 

 

 

  自転車事故の損害賠償に関する裁判例としては、神戸地方

裁判所の平成 25 年 7 月 4日判決が世間を驚かせました。これ

は、男子小学生が夜間、帰宅途中に自転車で走行中、歩道と

車道の区別のない道路で歩行中の女性と正面衝突し、女性は

頭蓋骨骨折等の傷害を負って意識不明の状態となったもので、

判決で 9,521 万円の損害賠償の支払いを命じたものです。 

  こうした高額の損害賠償が認められる理由は、道路交通法

第 2 条において自転車が「軽車両」として定義されているた

め、過失認定の場合に「自転車＝自動車」として取り扱われ

ることにあります。そのため、運転免許制度がないにしても、自転車に乗る際には、自動車の運転と同様に安全

運転についての法的義務や責任を負うことになります。  

 

 

 

前述の神戸地方裁判所の判決を受け、兵庫県では平成 27 年 10 月より、全

国で初めて自転車損害賠償保険等への加入を条例で義務付けました。この動

きは他の自治体にも波及し、大阪府や名古屋市でも同様の動きが出ています。

また、京都府や愛媛県等では、条例で自転車損害賠償保険等への加入を努力

義務として定めています。 

  この自転車事故による補償については、自動車保険や火災保険の特約で

カバーするケースがあるほか、自転車向け保険、自転車安全整備店で点検整 

備を行うことで加入できる TS マーク付帯保険もあります。なお、保険により補償額や保険料等が異なりますの

で、加入者自身で保険内容を選択する必要があります。 

 業務または通勤で自転車を利用している時に、従業員が自転車で事故を起こし損害賠償を求められた場合には、

企業は使用者責任を問われる可能性があります。そのため、業務用自転車には自転車損害賠償保険等への積極的

な加入のほか、社内規程で安全運転義務の周知徹底、従業員の通勤用自転車にも自転車損害賠償保険等への加入

を義務付けることの検討が求められます。 

  

重大事故の増加で見直しておきたい自転車通勤等の取扱い 

自転車事故の高額損害賠償請求にかかる判決 

損害賠償保険等への加入義務付けの動き 



 

 

 

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

額が見直

月額の変更を行って下さい。

 

１．変更時期

以下

◆社会保険料を当月控除している会社

◆社会保険料を翌月控除している会社

 

２．

標準報酬月額と併せて、

※厚生年金保険の保険料率は、平成

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カレンダー

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

額が見直しになり

月額の変更を行って下さい。

１．変更時期

以下の時期から給与計算ソフトの設定

◆社会保険料を当月控除している会社

◆社会保険料を翌月控除している会社

２．厚生年金保険料率の変更

標準報酬月額と併せて、

 

被保険者負担分

会社負担分

合   計

※厚生年金保険の保険料率は、平成

する仕組み（保険料水準固定方式）が導入され、平成

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、

 

 

当社に給与計算手続きをご依頼

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を

いており

お仕事 
カレンダー 

10 月 

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

しになります。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、

月額の変更を行って下さい。

１．変更時期 

の時期から給与計算ソフトの設定

◆社会保険料を当月控除している会社

◆社会保険料を翌月控除している会社

厚生年金保険料率の変更

標準報酬月額と併せて、

被保険者負担分 

会社負担分 

計 

※厚生年金保険の保険料率は、平成

する仕組み（保険料水準固定方式）が導入され、平成

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、

10/1 ●（

10/10 ●一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料

●9

10/31 ●9

●労働者死傷病報告書の提出（休業

●労働保険料の納付＜延納第

●有期事業概算保険料延納額の納付

●8

●11

9 月（

当社に給与計算手続きをご依頼

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を

いております。

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

ます。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、

月額の変更を行って下さい。 

の時期から給与計算ソフトの設定

◆社会保険料を当月控除している会社

◆社会保険料を翌月控除している会社

厚生年金保険料率の変更 

標準報酬月額と併せて、厚生年金保険の保険料は、平成

変更前

 9.091％

 9.091％

18.182％

※厚生年金保険の保険料率は、平成 16

する仕組み（保険料水準固定方式）が導入され、平成

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、

（1 日～7 日）全国労働衛生週間

高年齢者雇用支援月間

◎定時決定により、

一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料

9 月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

9 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付

労働者死傷病報告書の提出（休業

労働保険料の納付＜延納第

有期事業概算保険料延納額の納付

8 月決算法人の確定申告・

11 月・翌年 2

（10 月）からの

当社に給与計算手続きをご依頼

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を

ます。 

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

ます。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、

の時期から給与計算ソフトの設定（標準報酬月額・厚生年金保険料の金額

◆社会保険料を当月控除している会社 ： ９月支給分の給与計算時から

◆社会保険料を翌月控除している会社 ：１０月支給分の給与計算時から

厚生年金保険の保険料は、平成

変更前 

％ 

％ 

％ 

16 年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

する仕組み（保険料水準固定方式）が導入され、平成

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、

日）全国労働衛生週間

高年齢者雇用支援月間 

定時決定により、9 月に改定された社会保険料を

一括有期事業開始届の提出（建設業）

主な対象事業：概算保険料

月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

分健康保険料・厚生年金保険料の納付

労働者死傷病報告書の提出（休業

労働保険料の納付＜延納第

有期事業概算保険料延納額の納付

月決算法人の確定申告・

2 月・5 月決算法人の消費税の中間申告

からの標準報酬月額

当社に給与計算手続きをご依頼いただい

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を

4 

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

ます。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、

（標準報酬月額・厚生年金保険料の金額

９月支給分の給与計算時から

：１０月支給分の給与計算時から

厚生年金保険の保険料は、平成 29

変更後 

  9.15％ 

  9.15％ 

18.3％ 

年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

する仕組み（保険料水準固定方式）が導入され、平成 29 年 9

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、

日）全国労働衛生週間 

 

月に改定された社会保険料を

一括有期事業開始届の提出（建設業） 

主な対象事業：概算保険料 160 万円未満でかつ請負金額が

月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付

分健康保険料・厚生年金保険料の納付

労働者死傷病報告書の提出（休業 4 日未満の

労働保険料の納付＜延納第 2 期分＞ 

有期事業概算保険料延納額の納付（納付対象：

月決算法人の確定申告・翌年 2 月決算法人の中間申告

月決算法人の消費税の中間申告

標準報酬月額

いただいているお客様

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

ます。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、

（標準報酬月額・厚生年金保険料の金額

９月支給分の給与計算時から

：１０月支給分の給与計算時から

29 年９月分から

 

 

年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

9月に 18.3％で固定されるまで、毎年

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、

月に改定された社会保険料を

  

万円未満でかつ請負金額が

月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

日未満の 7 月から

 

（納付対象：8 月～

月決算法人の中間申告

月決算法人の消費税の中間申告

標準報酬月額の改定

お客様におかれましては、新しい標準報酬月額と改

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

ます。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、

（標準報酬月額・厚生年金保険料の金額）を

９月支給分の給与計算時から 

：１０月支給分の給与計算時から 

から以下のとおり変更となります。

年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

％で固定されるまで、毎年

引き上げられる方法が採られてきました。今後は法令改正がない限り、18.3％で据え置かれる予定です。

月に改定された社会保険料を 10 月給与から控除

万円未満でかつ請負金額が 1 億 8,000

月から 9 月分の労災事故について報告）

月～11 月分） 

月決算法人の中間申告 

月決算法人の消費税の中間申告 

改定 

におかれましては、新しい標準報酬月額と改

正後の厚生年金保険料率に基づく個人別の社会保険料一覧表を、９月中に別途ご案内させていただ

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準

ます。９月分の社会保険料から新しい標準報酬月額が適用されますので、該当者には

）を変更して下さい。

のとおり変更となります。

年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

％で固定されるまで、毎年

％で据え置かれる予定です。

月給与から控除 

8,000 万円未満の工事

月分の労災事故について報告）

 

におかれましては、新しい標準報酬月額と改

９月中に別途ご案内させていただ

今年の７月に提出した算定基礎届によって、９月から来年８月までの社会保険料計算の基礎となる標準報酬

該当者には標準報酬

て下さい。 

のとおり変更となります。 

年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

％で固定されるまで、毎年 9月に段階的に

％で据え置かれる予定です。 

万円未満の工事 

月分の労災事故について報告） 

におかれましては、新しい標準報酬月額と改

９月中に別途ご案内させていただ

報酬月

標準報酬

 

年の法律改正により、将来の保険料水準を固定したうえで、給付水準を調整

月に段階的に

 

におかれましては、新しい標準報酬月額と改

９月中に別途ご案内させていただ


